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計 画 書（案） 

 

 

名 称 等 位  置 面  積 備  考 

産業廃棄物処理施設 

「大栄環境株式会社」 

西宮市鳴尾浜 2 丁

目１６番、１７番

１から１７番４ま

で、１８番１、１８

番２ 

11,621.16 ㎡ 破砕施設 

① 廃プラスチック類 

既設（処理能力 116ｔ/日） 

増設（処理能力 179.8ｔ/日） 

合計 295.8ｔ/日 

② 木くず 

既設（処理能力 192.2ｔ/日） 

増設（処理能力 282.7ｔ/日） 

合計 474.9ｔ/日 

③ がれき類 

既設（処理能力 100ｔ/日） 

増設（処理能力 904.7ｔ/日） 

合計 1,004.7ｔ/日 

 

 

理  由 

 

破砕施設を増設し破砕能力を向上することで、複合材の廃棄物を熱回収によるリサイクルが可能なも 

 

のにするとともに、埋立て処分量を軽減することにより、循環型社会の形成及び環境負荷の低減を図る 

 

ものである。 

 

 

建築基準法第５１条 

 

（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置） 

第５１条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場そ

の他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定し

ているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市

計画審議会（その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在

する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議

会）の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める

規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。 
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産業廃棄物処理施設設置事業計画の概要 

 

１ 敷地の位置 

・ 所在地  西宮市鳴尾浜 2 丁目１６番、１７番１から１７番４まで、１８番１、１８番２ 

・ 地 籍  11,621.16 ㎡ 

・ 地域地区 準工業地域（容積率２００％・建蔽率６０％） 

・ 土地利用の位置付け 

特別用途地区「臨海産業地区」・建築協定地区「西宮市鳴尾浜南地区」 

 

２ 事業者 

・ 大栄環境株式会社 （大阪府和泉市テクノステージ 2 丁目３番２８号） 

代表取締役 金子 文雄 

 

３ 事業目的 

破砕能力を向上することで、複合材の廃棄物を熱回収によるリサイクルが可能なものにするとと

もに、埋立て処分量を軽減することにより、循環型社会の形成及び環境負荷の低減を図ります。 

 

４ 許可対象施設 

破砕施設（今回許可対象） 

 処理能力 

既 設 増 設 合 計 

①廃プラスチック類 116ｔ/日 179.8ｔ/日 295.8ｔ/日 

②木くず 192.2ｔ/日 282.7ｔ/日 474.9ｔ/日 

③がれき類 100ｔ/日 904.7ｔ/日 1,004.7ｔ/日 

 

焼却施設（変更なし） 

 処理能力 

既 設 増 設 合 計 

①廃プラスチック類 12ｔ/日 — 12ｔ/日 

②産廃（汚泥、廃油、廃プラ以外） 50ｔ/日 — 50ｔ/日 

 

5 都市計画決定しない理由 

西宮市では、産業廃棄物処理施設の設置にあたっては、建築基準法第５１条本文の規定により、

原則として都市計画においてその位置を決定しますが、民間施設については、恒久的な施設と言い

難く、都市計画決定をせず、同条ただし書の規定を適用し、特定行政庁である西宮市の許可を行う

こととしております。 

 

６ 位置の妥当性 

（１）土地利用の位置づけ 

当該敷地は準工業地域内でありますが、既成市街地では確保し難いごみ処理施設の都市施設及
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び産業地等としての土地利用が行われている地域であり、産業団地としての環境の維持、育成を

図るため特別用途地域の「臨海産業地区」に指定されており、住宅、共同住宅等の建築を禁止さ

れています。 

 

（２）立地 

当該敷地の位置は、西宮市の南東にある埋立地に位置しており、阪神高速湾岸線へのアクセス

もよく、敷地周辺は倉庫、工場及び事務所が立地しており、周辺に住宅はありません。最も近接

している住宅地は、市営高須町 1 丁目団地で約５００m 離れています。 

 

７ 施設の処理フロー 

 

 

 

混合廃棄物の搬入を行う。（133.6ｔ／日） 

 

 

 

 

 

 

 

今回許可対象施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物 

 

  

産業廃棄物の搬入 

破砕用原料ヤード 

破砕機 

磁選機 

ストックヤード 

再生原料として場外搬出 

再生原料として場外搬出 

燃料として場外搬出 

コンクリートがら 

鉄くず 

可燃物等 
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位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地の位置 

産業廃棄物処理施設 
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産業廃棄物処理施設の建築基準法第５１条ただし書き許可手続きフロー

申　請　者 建築指導課 産業廃棄物対策課 関係各課・審議会

相談 相談応対

廃掃法上の判断

法第５１条施設に該当
するか判断

産廃条例手続き

事前協議書提出 事前協議書受理

計画の見直し

関係各課と協議
（協議後協議書作成）

（今回の報告）

事前協議開始・決裁
市都市計画審議会

（事前報告）

生活環境影響調査
（環境アセスメント）

近隣協議
（協議毎協議録作成）

事前協議終了・決裁
市都市計画審議会

（事後報告）

建基法・廃掃法
許可申請

建基法第５１条ただし
書き許可申請受理

廃掃法第１５条
許可申請受理

決裁
（県都計審・手続依頼）

決裁
（県都計審・付議依頼）

県都市計画審議会
（事前説明会）

県都市計画審議会
（本審）

許可決裁 答申

建築確認申請へ
建基法第５１条ただし

書き許可
廃掃法第１５条

許可
その他法令手続き

　【全体会議】
　　建築指導課
　　産業廃棄物対策課
　　環境保全課
　　施設管理課
　　都市計画課
　　都市デザイン課
　　臨海対策担当参事
　　消防局

　より必要に応じて

関係各課の意見・条件提示

申請者から関係各課へ協議内容の経過を報告（全体会議）
（近隣協議終了の判断）

法第５１条ただし書き許可対象施設として取り上げ

申請者から生活環境影響調査報告（全体会議）

関係各課の基準・条件クリア
（各手続きについては所管担当課と別途協議）

該当

非該当

非該当

報告書提出

協議

該当

報告書提出

計画の見直しなし

協議書提出

 ６


